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F-157 ロサルタンカリウム（高血圧症がない糖尿病、糖尿病性腎症）の算

定について 

 

《令和 7 年 3 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

 高血圧症がない次の傷病名に対するロサルタンカリウム（ニューロタン

錠等）の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 糖尿病 

 ⑵ 糖尿病性腎症 

 

○ 取扱いの根拠 

 ロサルタンカリウム（ニューロタン錠）はアンジオテンシンⅡ受容体拮

抗薬で、添付文書の効能・効果は、「高血圧症、高血圧及び蛋白尿を伴う 2

型糖尿病における糖尿病性腎症」であり、薬効薬理の作用機序において「ロ

サルタンカリウムは経口投与後速やかに吸収され、その一部が主代謝物で

あるカルボン酸体に変換される。ロサルタン及びカルボン酸体は、いずれ

も生理的昇圧物質であるアンジオテンシンⅡ（Ａ-Ⅱ）に対して、その受容

体において特異的に拮抗し、降圧効果を発揮する。」と示されている。 

 したがって、単なる糖尿病や糖尿病性腎症では、必ずしも、降圧効果を

必要とする高血圧症が併存してはおらず、当該医薬品の適応外である。 

 以上のことから、高血圧症がない上記の傷病名に対するロサルタンカリ

ウム（ニューロタン錠等）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 


